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１ 目的 

若木浄水場等更新整備及び維持管理事業実施方針書（以下、「実施方針」という。）は、小山市

（以下、「本市」という。）が「若木浄水場等更新整備及び維持管理事業」（以下、「本事業」とい

う。）を DBO（Design Build Operate）方式により実施するにあたって、本事業の概要を説明す

るとともに、本事業に係る事業者の募集及び選定に関する手順や考え方等を明らかにすることを

目的とする。 

 

２ 本事業の概要 

 事業の目的 

本事業は、老朽化対策、耐震化を目的として、若木浄水場の大規模な更新を実施するもの

である。若木浄水場の更新整備時に給水能力が低下することから、若木浄水場の更新に先立

ち、鶉島浄水場の設備修繕及び羽川西浄水場の施設増強を行う。 

また、若木浄水場を含む本市の管理する浄水場や取水塔、深井戸等の場外施設の維持管理

業務を一体的に委託することで、民間事業者の創意工夫が最大限に発揮されることを期待し

ている。 

 

 事業者に求める役割 

 本事業は、浄水場の整備において、既存施設を稼働しながら同一敷地内で更新整備を行う

必要がある。このため、事業者に対しては、以下に示す本事業の特殊性に留意しつつ、幅広

い技術の活用や創意工夫の発揮により、効率的かつ安全な工事の実施と、水道サービス向上

に資する安定的な事業の実施を求めるものである。 

① 更新整備工事は、限られた敷地の中で既存施設の撤去と新施設の建設を順次行うも

のであり、施工難易度が高い。 

② 既存施設を稼働させながら更新整備するため、新・旧の浄水処理に影響を与えない

工事計画、運転計画が必要となる。また、土木、建築、機械、電気、維持管理等の

工種間調整や工程管理が複雑となる。 

③ 上記①及び②により工事期間は試運転や運転切替を含め長期である。 

 

 事業内容 

ア） 事業名称 

若木浄水場等更新整備及び維持管理事業 

 

イ） 対象施設 

① 若木浄水場 

小山市若木町 1-8-10 

② 鶉島浄水場 

小山市渋井 779-55 

③ 羽川西浄水場 
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小山市黒本 771 

④ その他施設 

小山市内水道施設（表 １３ 参照） 

 

ウ） 事業方式 

『設計・施工・維持管理一括発注方式（DBO 方式）』 

 

エ） 対象業務 

① 調査設計業務 

② 建設工事業務 

③ 維持管理業務 

 

オ） 事業主体 

小山市 水道事業管理者 小山市長 浅野正富 

 

 関連法令等 

事業者は、本事業を実施するにあたり、以下の関係法令等を遵守する。 

ア） 関係法令等 

① 水道法（昭和 32年法律第 177号） 

② 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

③ 都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

④ 建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

⑤ 建築士法（昭和 25年法律第 202号） 

⑥ 消防法（昭和 23年法律第 186号） 

⑦ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

⑧ 悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号） 

⑨ 大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号） 

⑩ 騒音規制法（昭和 43年法律第 98号） 

⑪ 振動規制法（昭和 51年法律第 64号） 

⑫ 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

⑬ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号） 

⑭ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年法律第 48号） 

⑮ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49 号） 

⑯ 下水道法（昭和 33年法律第 79号） 

⑰ 浄化槽法（昭和 58年法律第 43号） 

⑱ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号） 

⑲ 土壌汚染対策法（平成 17年法律第 33号） 

⑳ その他関連法令及び条例等 
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イ） 指針及び各種基準等 

本事業に適用する技術基準等は以下のとおりであり、契約時点において最新版を適用す

るものとする。ただし、同等性能を確保した場合はこの限りではなく、その他関係する要

綱や各種基準等があればそれらを適用するものとする。事業者は、業務を実施する前まで

に、適用する各種基準について本市の承認を受ける。 

① 水道施設設計指針（日本水道協会） 

② 水道施設耐震工法指針・解説（日本水道協会） 

③ 水道維持管理指針（日本水道協会） 

④ 建設機械施工安全技術指針（国土交通省） 

⑤ 土木工事安全施工技術指針（国土交通省） 

⑥ 建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省） 

⑦ 建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省） 

⑧ 官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通省） 

⑨ その他本事業に関連する要綱、指針等 

 

 事業期間 

事業期間は以下のとおり予定している。 

 

ア） 設計建設期間  令和 12年 3月 31日まで 

イ） 維持管理期間  令和 4年 4月 1日から令和 17年 3月 31日まで※1 

            （ただし、令和 4年 3月 31日までに維持管理業務を適切に実

施するための準備が完了していること） 

※1 令和 4年 4月以降は、現在の若木浄水場等の維持管理を現行の委託業者から引き継ぐ。 

 

 事業者選定方式 

公募型プロポーザル方式 

 

 事業スケジュール 

事業のスケジュールは以下のとおり予定している。なお、設計建設期間の完了時期は事業

者提案により早めることができる。 

 

ア） 基本協定の締結    令和 4年 1月下旬 

イ） 設計建設業務請負契約の締結  令和 4年 2月上旬 

ウ） 運転維持管理業務委託契約の締結  令和 4年 2月上旬 

エ） 設計建設期間    契約締結日から令和 12年 3月まで 

オ） 維持管理期間※2    令和 4年 4月 1日から令和 17年 3月まで 

※2 令和 4年 3月 31日までに、維持管理業務を適切に実施するための準備が完了しているものとする。 
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３ 業務内容 

 設計建設業務 

区分 業務 内容 

調
査
設
計
業
務 

調
査
業
務 

測量調査 設計・施工に必要な部分の測量調査を行う。 

地質調査 設計・施工に必要な部分の地質調査を行う。 

埋設物調査 
既設図面及び現地において埋設物の位置が把握できない場合の

試掘等の調査を行う。 

設
計
業
務 

基本設計 提案内容や調査業務の結果に基づき、基本設計を行う。 

詳細設計 
調査業務の結果や基本設計に基づき、詳細設計を行う。 

また、詳細設計図書の作成を行う。 

設計に伴う 

各種申請等の 

補助業務 

各種申請等の手続に必要な関係機関との協議、書類作成等を行

い、申請等に係る発注者の支援を行う。 

建
設
工
事
業
務 

工事業務 各種工事及び工事現場管理業務を行う。 

工事に伴う 

各種許認可等の 

申請業務 

各種許認可等の手続きに必要な関係機関との協議、書類作成等

を行い、申請して許可を受ける。 

各種調査業務 
建設工事に伴う、電波障害調査、周辺環境調査、生活環境影響

調査等について事前及び事後調査を行う。 

補助金申請書等 

作成補助業務 

補助金の申請に必要となる申請書類及び報告書類等の作成に係

る発注者の支援を行う。また、本市が会計検査を受検する際

に、資料作成等の支援を行う。 

 

 維持管理業務（第１期：令和 4年 4月から更新後浄水施設運用開始まで） 

ア） 委託範囲 

既設若木浄水場 

既設鶉島浄水場 

既設羽川西浄水場 

その他水道施設（表 １３ 参照） 

イ） 委託方式 

第三者委託 

ウ） 業務項目 

業務項目は以下のとおりである。詳細についてはプロポーザル公告時に明らかにする。 

 

① 運転管理業務 

② 巡回点検業務 

③ 保守管理業務 

④ 環境整備業務 
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⑤ ユーティリティ調達業務 

⑥ 災害及び緊急時対応業務 

⑦ 修繕業務 

⑧ その他業務 

 

 維持管理業務（第２期：更新後浄水施設運用開始から令和 17年 3月まで） 

ア） 委託範囲 

若木浄水場 

鶉島浄水場 

羽川西浄水場 

その他水道施設（表 １３ 参照） 

イ） 委託方式 

第三者委託 

ウ） 業務項目 

業務項目は以下のとおりである。詳細についてはプロポーザル公告時に明らかにする。 

 

① 運転管理業務 

② 巡回点検業務 

③ 保守管理業務 

④ 環境整備業務 

⑤ ユーティリティ調達業務 

⑥ 災害及び緊急時対応業務 

⑦ 修繕業務 

⑧ その他業務 

⑨ 事業終了時の引継ぎ業務 

 

 事業期間終了時の対応 

事業期間終了時の対応については、発注者及び事業者が、事業期間終了日の２年前に協議

を始め、事業期間終了の１年前を目途に決定するものとする。発注者及び事業者が協議によ

り合意した内容に基づき、引き継ぎ業務の詳細、事業期間終了後の事業者の責任等を定める。 
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４ 対象施設 

 更新整備対象施設の概要 

ア） 若木浄水場 

① 基本諸元 

若木浄水場の基本諸元を表 １に示す。 

 

表 １ 若木浄水場の基本諸元 

項 目 内 容 

公称能力 27,675m3/日 

整備後施設能力 27,675m3/日 

水源種別 
表流水（一級河川思川） 

地下水（予備水源） 

浄水処理方式 
（既  設）粉末活性炭＋沈殿池＋急速ろ過方式 

（更新整備）粉末活性炭＋沈殿池＋急速ろ過方式 

排水処理方式 
（既  設）機械脱水方式 

（更新整備）機械脱水方式 

 

② 計画水量 

本事業において若木浄水場が処理すべき計画水量は表 ２のとおりとする。 

 

表 ２ 若木浄水場の計画水量 

項 目 内 容 

計画取水量 
30,000m3/日（表流水） 

4,000m3/日（地下水） 

取水量（参考） 

27,777m3/日（2017~2019 実績平均） 

（表流水）27,162 m3/日（2017~2019 実績平均） 

（地下水）626m3/日（2017~2019 実績平均） 

公称能力 27,675m3/日 

配水量（参考） 

28,610m3/日（2017~2019 実績最大） 

26,272m3/日（2017~2019 実績平均） 

15,030m3/日（2017~2019 実績最小） 

 

イ） 鶉島浄水場 

① 基本諸元 

鶉島浄水場の基本諸元を表 ３に示す。 
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表 ３ 鶉島浄水場の基本諸元 

項 目 内 容 

公称能力 5,175m3/日 

整備後施設能力 5,175m3/日 

水源種別 地下水 

浄水処理方式 急速ろ過方式 

排水処理方式 重力濃縮方式 

 

② 計画水量 

本事業において鶉島浄水場が処理すべき計画水量は表 ４のとおりとする。 

 

表 ４ 鶉島浄水場の計画水量 

項 目 内 容 

計画取水量 6,600m3/日（地下水） 

取水量（参考） 1,005m3/日（2017~2019 実績平均） 

公称能力 5,175m3/日 

配水量（参考） 

5,489m3/日（2017~2019 実績最大） 

945m3/日（2017~2019 実績平均） 

0m3/日（2017~2019 実績最小） 

 

ウ） 羽川西浄水場 

① 基本諸元 

羽川西浄水場の基本諸元を表 ５に示す。 

 

表 ５ 羽川西浄水場の基本諸元 

項 目 内 容 

公称能力 36,000m3/日 

整備後施設能力 36,000m3/日 

水源種別 
表流水（一級河川思川） 

地下水 

浄水処理方式 粉末活性炭＋急速ろ過方式 

排水処理方式 機械脱水方式 
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② 計画水量 

本事業において羽川西浄水場が処理すべき計画水量は表 ６のとおりとする。 

 

表 ６ 羽川西浄水場の計画水量 

項 目 内 容 

計画取水量 

24,364.8m3/日（表流水） 

（表流水 現状） 

安定水利権 0.063 m3/s（5,443.2m3/日） 

暫定水利権 0.114 m3/s（9,849.6m3/日） 

（表流水 整備時） 

安定水利権 0.282 m3/s（24,364.8m3/日）取得見込み 

10,600m3/日（地下水） 

取水量（参考） 

17,641m3/日（2017~2019 実績平均） 

（表流水）13,088 m3/日（2017~2019 実績平均） 

（地下水）4,553 m3/日（2017~2019 実績平均） 

公称能力 36,000m3/日 

配水量（参考） 

24,800m3/日（2017~2019 実績最大） 

16,277m3/日（2017~2019 実績平均） 

12,300m3/日（2017~2019 実績最小） 

 

 整備内容 

設計及び建設業務の対象施設は若木浄水場を含む複数施設となっており、整備対象施設を

それぞれ表 ７、表 ８、表 ９に示す。また、関連工事として別途発注予定の整備対象施設

を表 １０に示す。 
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表 ７ 若木浄水場の整備対象施設 

No 施設名 概要 

1 取水施設 原水を取水する取水ポンプ設備を更新する。 

2 浄水施設 

沈砂池、沈殿池、急速ろ過池について耐震補強を行った上で、浄

水処理を行ううえで浄水処理に必要な設備を更新する。また、沈

殿池には遮光ネットを新設する。 

3 排水処理施設 

浄水施設で発生する排水及び排泥を貯留・濃縮するための設備を

更新する。脱水方式は機械脱水方式とし、脱水施設は既存施設を

継続利用する。 

4 薬品注入設備 

浄水処理に必要な薬品注入設備を更新する。活性炭注入設備はド

ライ炭として更新する。原水の pH 調整のための硫酸注入設備、

凝集不良時のための後 PAC注入設備を新設する。 

5 配水ポンプ設備 給水区域に配水するための配水ポンプ設備を更新する。 

6 電気計装設備 
受変電設備、動力設備、計装設備、中央監視設備、ITV設備を更

新し、自家発電設備を新設する。 

7 場内配管 更新に伴う、必要な配管は整備する（別紙７参照）。 

8 工作室 撤去する場合、工作室を新設する。 

9 場内整備 
沈殿池、急速ろ過池の道路側フェンスを更新し、異物混入防止策

を実施する。 

 

 

表 ８ 鶉島浄水場の整備対象施設 

No 施設名 概要 

1 深井戸 取水する水中ポンプを更新する。 

2 浄水施設 
ろ過機のろ過砂交換、塗装の修繕と一部の設備の更新、洗浄水ポ

ンプを増設する。また、浸水対策を行う。 

3 排水処理施設 一部の設備を更新する。 

4 薬品注入設備 浸水対策を行う。 

5 配水ポンプ設備 給水区域に配水するための配水ポンプ設備を更新する。 

6  電気計装設備 計装設備、中央監視設備の更新と動力設備を増設する。 
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表 ９ 羽川西浄水場の整備対象施設 

No 施設名 概要 

1 取水施設 東島田取水塔内の取水ポンプ設備を増設する。 

2 薬品注入設備 浄水処理に必要な薬品注入設備を増設する。 

3 配水ポンプ設備 給水区域に配水するための配水ポンプ設備を増設する。 

4 電気計装設備 
動力設備の増設、自家発電設備と中央監視設備の一部の更新を行

う。 

5 水質分析設備 各種水質を分析する機器を更新する。 

 

表 １０ 関連工事（別途発注）の整備対象施設 

No 関連工事 概要 

1 
若木浄水場 

中央監視設備修繕 

若木浄水場内の中央監視設備修繕として監視制御装置の増設、一

部更新を行う。 

2 
羽川西浄水場 

電気設備機能増設 

東島田取水塔内の取水ポンプ設備の増設、羽川西浄水場内の配水

ポンプ設備の増設に伴う電気設備の機能増設を行う。 

 

 整備に係る前提条件 

本事業の整備に係る前提条件を表 １１に示す。 

 

表 １１ 整備に係る前提条件 

No 前提条件 内容 

1 整備時期 
若木浄水場の更新前に鶉島浄水場の設備修繕、羽川西浄水場の施設

能力増強を実施とする。 

2 中央監視 

若木浄水場から鶉島浄水場のすべての機器の監視・操作が可能で 

あり、更新中、更新後もこれを継続とする。 

若木浄水場から羽川西浄水場の一部が監視可能であり、更新中・更 

新後もこれを継続とする。 

羽川西浄水場から若木浄水場の一部と鶉島浄水場の一部が監視可能 

であり、更新中・更新後もこれを継続とする。 

3 取水量 
表流水を優先的に取水し、不足分は地下水で補うものとする。若木

浄水場と羽川西浄水場の表流水の取水比率は事業者の提案とする。 

4 配水量 

各浄水場の配水量は過年度の実績や事業者提案となる取水量を参考

に事業者の提案とする。 

ただし、若木浄水場の更新中は公称能力の半分を確保するものとし、

不足分は他の浄水場や地下水で補うものとする。 

 

 整備対象施設の立地条件等 

ア） 工事区域及び維持管理区域 

工事区域は別紙４に示す範囲のうち、工事期間における仮設施設の設置場所や資機材の
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置き場を含めた事業者が必要とする部分とする。ただし、別紙４に示す範囲で工事区域が

不足する場合は、必要な用地を事業者の責任において調達する。用地の調達に際しては、

工事期間中に利用可能な用地を別紙５に示す。別紙５以外の用地の調達が必要な場合は本

市と事業者の両者で協力して交渉する。 

また、維持管理区域は、要求水準書に示す維持管理業務を履行するために必要な部分と

する。なお、これらの用地は本市の許可を得て無償で使用できる。 

 

イ） 工事区域内における留意点 

工事区域には利用中の構造物や配管等が埋設されている。また、若木浄水場、鶉島浄水

場、羽川西浄水場の 3 つの浄水場で必要な給水能力を確保しながらの工事となるため、工

事の内容と手順については、本市と十分に協議し、既存施設の運転に支障を与えないもの

とする。 

 

ウ） 立地条件 

若木浄水場浄水場の立地条件は表 １２に示すとおりである。 

 

表 １２ 若木浄水場の立地条件 

項 目 若木浄水場 

住 所 小山市若木町 1-8-10  

敷地面積 9,373.42 m2  

都市計画区域 区域内 

市街化調整区域 市街化区域 

用途地域 第 1種住居地域 

防火地域 指定無し 

その他の地区指定 居住誘導区域内 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

騒 音 昼間：55dB、夜間；45dB以下（自主規制） 

振 動 昼間：60dB、夜間；55dB以下（自主規制） 

悪 臭 臭気指数 15 以下 

水質汚濁防止 特定施設（水道施設） 

排 水 汚水：小山市公共下水道 

その他の規制 都市計画区域 
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 小山市内水道施設 

本事業の維持管理対象となる水道施設は表 １３に示すとおりとする。 

 

表 １３ 小山市内水道施設 

施設名 住所 

1．若木浄水場 小山市若木町 1-8-10  

2．鶉島浄水場 小山市渋井 779-55 

3．羽川西浄水場 小山市黒本 771 

4．その他施設 

喜沢取水塔 

(若木浄水場外) 
小山市喜沢烏久保 1492先 

深井戸（予備水源） 

（若木浄水場内） 
小山市若木町 1-8-10 

深井戸 1号 

（鶉島浄水場内） 
小山市渋井 779-55 

深井戸 2号 

（鶉島浄水場外） 
小山市若木町 2-6-44 

深井戸 3号 

（鶉島浄水場外） 
小山市渋井 779-1 

東島田取水塔 小山市東島田 2396先 

深井戸 4号 

（東島田取水場内） 
小山市東島田 2397 

深井戸 5号 

（羽川西浄水場内） 
小山市黒本 771 

深井戸 7号 

（羽川西浄水場外） 
小山市扶桑 3-391-8 

深井戸 8号 

（羽川西浄水場外） 
小山市羽川 141-7 

深井戸 9号 

（羽川西浄水場外） 
小山市東島田 2495 

深井戸 11号 

（羽川西浄水場外） 
小山市飯塚下川原 1769-8 

深井戸 12号 

（羽川西浄水場外） 
小山市南半田下川原 2195-2 
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５ 応募者の構成及び事業スキーム 

 応募者の構成等 

ア） 応募者は、複数の企業等により構成されるグループ（以下、「応募グループ」という。）

とする。応募者を構成する企業を「構成企業」とする。また、構成企業より業務を請負

もしくは受託する企業を「協力企業」という。 

イ） 応募者は、設計企業、土木建築企業、機械設備企業、電気設備企業、維持管理企業とす

る。なお、各企業に必要な資格要件は「６ 応募者の備えるべき応募資格」による。 

① 各工種における構成企業の企業数の上限は設けない。 

② 一応募グループの構成企業及び協力企業は他の応募グループの構成企業及び協力

企業となることはできない。また、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が

応募グループの構成企業及び協力企業となる場合は、その組合員の企業は他の応募

グループの構成企業及び協力企業となることはできない。なお、事業契約締結後に

おいて、選定されなかった応募グループのうち、構成企業は本事業に携わることは

できないが、協力企業はこの限りではない。 

③ 応募グループは、構成企業として本市内に本社又は本店を有する企業（以下、「地元

企業」という。）を 1社以上含むものとする。 

④ 応募グループは、参加表明書及びプロポーザル参加資格確認申請書の提出時に代表

企業及びその他の構成企業の企業名及び携わる業務について明らかにするものとす

る。また、代表企業と各構成企業との間で業務等の分担又は出資に関する協定を締

結していること。 

⑤ 応募グループは、本事業の一部を協力企業に発注する場合は、可能な限り地元企業

を活用すること。 

ウ） 応募グループは構成企業を代表する企業 1社（以下、「代表企業」という。）を定め、代

表企業がプロポーザル参加資格の申請及び応募手続きを行う。なお、代表企業は、設計

建設、維持管理の各事業期間を通じて本事業に専任し、設計から建設、維持管理に至る

事業全体を総合的に調整・管理する統括責任者を配置する。 

① 代表企業の変更は、原則として認めない。 

② プロポーザル参加資格確認のための申請書類の提出後、参加の意思を表明した応募

グループの構成企業の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由が

あると認めた場合、かつ、提案書類の提出前に限り、構成企業の変更を認めるもの

とする。 

エ） 本施設の設計及び工事を行う企業は、本施設の設計及び工事を行う目的で共同事業体

（以下、「設計建設ＪＶ」という。）を結成するものとする。なお、設計建設ＪＶの組成

方法は応募グループの提案とする。 
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オ） 本施設の維持管理を行う企業は、本施設の維持管理を行う目的で共同事業体（以下、「維

持管理ＪＶ」という。）を結成するものとする。なお、維持管理ＪＶの組成方法は応募グ

ループの提案とする。 

カ） 維持管理ＪＶの代表企業は水道法第 24 条の 3 に基づく受託水道業務技術管理者を本業

務に配置できること。 

キ） 統括責任者は、発注者との統括的な連絡窓口となるが、代表企業から選出するものとす

る。ただし、設計建設期間、維持管理期間における事業進捗に応じて、発注者の承諾を

得た上で、主な連絡窓口を別に定めてもよい。 

 

 事業スキーム例 

 本事業で想定する事業スキーム（例）を次図に示す。これを参考として、かつ１）に示す

要件の範囲で本事業に効果的な事業スキームを構成すること。 

 

 

 

※ 構成企業から応募グループ及び設計建設 JV、維持管理 JV の代表企業を 1 社選定する

ものとする。 
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※ 応募グループと設計建設 JV の代表企業は同一とし、維持管理 JV の代表企業は設計建

設 JV と同じ、もしくは維持管理企業とする。 

※ 設計建設 JV、維持管理 JV の組成方法は事業者の提案とする。  
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６ 応募者の備えるべき応募資格 

 応募者の応募資格要件（共通） 

ア） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者である

こと。 

イ） 本事業に係る応募資格審査書類の提出期限の最終日（以下、「応募資格要件確認基準日」

という。）から基本協定締結日までの間において、法令等に基づく営業停止等の措置を

受けていないこと。 

ウ） 本事業に係る応募資格要件確認基準日から基本協定締結日までの間において、本市の指

名停止措置を受けていない者であること。 

エ） 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定がな

され、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く）、民事再生法に基づく再生手続開

始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認

定を受けた者を除く）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会

社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分

を受けている者、若しくはその他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でな

いこと。 

オ） 直近１年間に国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

 設計企業に必要な資格要件 

設計企業は次のア）からエ）までの要件をすべて満たす者でなければならない。 

ア） 建築士法第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

イ） 令和３・４年度の小山市建設工事等入札参加有資格者名簿の「土木関係建設コンサルタ

ント」、「建築関係建設コンサルタント」に登録されている者であること。 

ウ） 技術士（上下水道部門の上水道及び工業用水道の資格を有する者で、技術士法（昭和 58

年法律第 25号）に定めるものをいう。）が 1名以上在籍していること。なお、応募者と

本事業に係る応募資格審査書類の受付を行う日から起算して３ヶ月以上前から直接的

な雇用関係にあること。 

エ） 国内において、地方公共団体等※1 が発注する水道事業における浄水場（公称能力

10,000m3/日以上の水源を表流水もしくはダムとする急速ろ過方式）の実施設計の履行

実績があること。 

※1 企業団、企業庁、事務組合、簡易水道、専用水道等を含む 

 

 土木建築企業に必要な資格要件 

土木建築企業は、単独企業の場合は次のア）からウ）までの要件をすべて満たす者でなけ

ればならない。 

ア） 建設業法第３条第１項の規定により、土木一式工事及び建築一式工事について特定建設

業の許可を受けていること。 

イ） 令和３・４年度の小山市建設工事等入札参加有資格者名簿の「土木一式」、「建築一式」
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に登録されている者であること。 

ウ） 土木一式工事、建築一式工事は、次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を本事業

現場に専任で配置できることとする。なお、応募者と、本事業に係る応募資格審査書類

の受付を行う日から起算して３ヶ月以上前から直接的な雇用関係にあること。ただし、

契約開始時に契約日の３ヶ月以上前から直接的な雇用関係にある者を新たに専任で配

置することは可能とする。また、土木一式工事、建築一式工事の主任技術者又は監理技

術者は、兼任することができる。 

なお、事業契約締結後から土木一式工事、建築一式工事の施工開始前までの専任は求め

ない。 

  

【土木一式工事】 

①１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。 

   ＊同等以上の資格を有する者とは、次の者をいう。 

     a １級建設機械施工技士 

     b 建設業法第 15条第２号ロ又はハに該当する者 

     c 技術士法による第２次試験のうち、技術部門を「建設部門」、「農業部門」（選択科

目を「農業土木」に限る）「森林部門」（選択科目を「森林土木」に限る）「水産部

門」（選択科目を「水産土木」に限る）又は総合技術監理部門（選択科目を「建設

部門」、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」に限る。）とするものに合格し、同

法による登録を受けている者。 

② 監理技術者にあっては、「監理技術者資格者証（土木工事）」及び「監理技術者講習修了

証」を有すること。 

 

   【建築一式工事】 

①１級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。 

   ＊同等以上の資格を有する者とは、次の者をいう。 

     a 建築士法による１級建築士の資格を有し、同法による登録を受けている者 

     b 建設業法第 15条第２号ロ又はハに該当する者 

②監理技術者にあっては、「監理技術者資格者証（建築工事）」及び「監理技術者講習修了

証」を有すること。 

 

エ） 本事業の施工にあたって、上記ウ）に掲げる者のほか、建設業法第 26 条に規定する技

術者及び現場代理人等必要な人員を配置できること。 

オ） 建設業法第 27条の 23に規定する経営事項審査について、応募資格審査書類の受付を行

う日から起算して１年７ヶ月以内に受審していること。また、総合評定通知書の総合評

定値（Ｐ点）が土木一式工事及び建築一式工事について 1,050点以上（ただし、地元企

業の場合は土木一式工事又は建築一式工事について６ 応募者の備えるべき応募資格 

７）のイ）の要件を満たすこと）であること。 
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 機械設備企業に必要な資格要件 

機械設備企業は、単独企業の場合は次のア）からカ）までの要件をすべて満たす者でなけ

ればならない。なお、機械設備企業を複数の企業で構成する場合、カ）の要件については、

少なくとも１社がその要件を満たせばよい。 

ア） 建設業法第 3 条第 1項の規定により、機械器具設置工事及び水道施設工事について特定

建設業の許可を受けていること。 

イ） 令和３・４年度の小山市建設工事等入札参加有資格者名簿の「機械器具設置」及び「水

道施設」に登録されていること。 

ウ） 「監理技術者資格者証（機械器具設置工事又は水道施設工事）」及び「監理技術者講習

修了証」を有する者を本事業現場に専任で配置できること。なお、応募者と、本事業に

係る応募資格審査書類の受付を行う日から起算して３ヶ月以上前から直接的な雇用関

係にあること。ただし、契約開始時に契約日の３ヶ月以上前から直接的な雇用関係にあ

る者を新たに専任で配置することは可能とする。 

なお、事業契約締結後から機械器具設置工事の施工開始前までの専任は求めない。 

エ） 本事業の施工にあたって、上記ウ）に掲げる者のほか、建設業法第 26 条に規定する技

術者及び現場代理人等必要な人員を配置できること。 

オ） 建設業法第 27条の 23に規定する経営事項審査について、参加表明書の提出期限日にお

いて、総合評定通知書の総合評定値（Ｐ点）が機械器具設置工事及び水道施設工事につ

いて 1,050点以上（ただし、地元企業の場合は機械器具設置工事又は水道施設工事につ

いて６ 応募者の備えるべき応募資格 ７）のイ）の要件を満たすこと）であること。 

カ） 国内において、地方公共団体等が発注する水道事業における浄水場（公称能力 10,000m3/

日以上の水源を表流水もしくはダムとする急速ろ過方式）の機械器具設置工事の完成実

績があること。 

 

 電気設備企業に必要な資格要件 

電気設備企業は、単独企業の場合は次のア）からカ）までの要件をすべて満たす者でなけ

ればならない。なお、電気設備企業を複数の企業で構成する場合、カ）の要件については、

少なくとも１社がその要件を満たせばよい。 

ア） 建設業法第３条第１項の規定により、電気工事について特定建設業の許可を受けている

こと。 

イ） 令和３・４年度の小山市建設工事等入札参加有資格者名簿の「電気」に登録されている

こと。 

ウ） 「監理技術者資格者証（電気工事）」及び「監理技術者講習修了証」を有する者を本事

業現場に専任で配置できること。なお、応募者と、本事業に係る応募資格審査書類の受

付を行う日から起算して３ヶ月以上前から直接的な雇用関係にあること。ただし、契約

開始時に契約日の３ヶ月以上前から直接的な雇用関係にある者を新たに専任で配置す

ることは可能とする。また、機械設備企業が電気設備企業を兼ねる場合、機械器具設置

工事及び電気工事の主任技術者又は監理技術者は、兼任することができる。 
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なお、事業契約締結後から電気工事の施工開始前までの専任は求めない。 

エ） 本事業の施工にあたって、上記ウ）に掲げる者のほか、建設業法第 26 条に規定する技

術者及び現場代理人等必要な人員を配置できること。 

オ） 建設業法第 27条の 23に規定する経営事項審査について、参加表明書の提出期限日にお

いて、総合評定通知書の総合評定値（Ｐ点）が電気工事について 1,050点以上（ただし、

地元企業の場合は電気工事について６ 応募者の備えるべき応募資格 ７）のイ）の要件

を満たすこと）であること。 

カ） 国内において、地方公共団体等が発注する水道事業における浄水場（公称能力 10,000m3/

日以上の水源を表流水もしくはダムとする急速ろ過方式）の電気工事（中央監視・計装

設備を含む一式）の完成実績があること。 

 

 維持管理企業 

維持管理企業は、単独企業の場合は次のア）及びイ）の要件をすべて満たす者でなければ

ならない。なお、維持管理企業を複数の企業で構成する場合、イ）の要件については、少な

くとも１社がその要件を満たせばよい。 

ア） 令和３・４年度の小山市物品購入等入札参加有資格者名簿「H0浄水施設運転管理」に登

録されていること。 

イ） 国内において、地方公共団体等が発注する水道事業における浄水場（公称能力 10,000m3/

日以上の水源を表流水もしくはダムとする急速ろ過方式）で 24 時間連続して運転監視

する維持管理業務を元請として 2 年以上継続して履行した実績を有する者であること。 

 

 地元企業に必要な資格要件 

構成企業として応募グループに参加する地元企業は次のア）からカ）までの要件をすべて

満たす者でなければならない。 

ア） 設計企業となる場合は、６ 応募者の備えるべき応募資格 ２）の要件をすべて満たす者

であること。 

イ） 本市の資格者名簿の「工事」のうち担当する工種に登録されており、担当する工種に対

して本市が認定する合計評定が下表の点数以上であること。 

土木建築企業 機械設備企業 電気設備企業 

土木一式工事 建築一式工事 
機械器具 

設置工事 
水道施設工事 電気工事 

860 860 770 770 770 

 

ウ） 土木建築企業、機械設備企業、電気設備企業の構成企業となる場合は、募集要項の公表

日現在、本市内に建設業法第３条の規定による建設業の許可に基づく主たる営業所（本

社・本店に限る）を有すること。 

エ） 国家資格等を有する主任技術者又は監理技術者を配置すること。なお、応募者と、本事

業に係る応募資格審査書類の受付を行う日から起算して３ヶ月以上前から直接的な雇
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用関係にあること。ただし、契約開始時に契約日の３ヶ月以上前から直接的な雇用関係

にある者を新たに専任で配置することは可能とする。なお、専任が必要となる工事の場

合であっても事業契約締結後から分担する工事の施工開始前の期間及び施工完了以降

の期間の専任は求めない。 

オ） 維持管理企業の構成企業となる場合は、令和３・４年度の小山市物品購入等入札参加有

資格者名簿「H0浄水施設運転管理」に登録されていること。 

カ） 維持管理企業の構成企業となる場合は、募集要項の公表日現在、本市内に本社又は本店

を有すること。 

 

 

 応募者の制限 

以下のいずれかに該当する者は、構成企業及び協力企業になることはできない。 

ア） 若木浄水場等更新整備及び維持管理事業事業者選定委員会（以下、「事業者選定委員会」

という。）の委員と資本面又は人事面において密接な関連がある者。 

イ） 本事業に係る事業者選定支援業務受託者又はその者と資本面又は人事面において密接

な関連がある者。「資本面において密接な関連のある者」とは、当該企業の発行済株式

総数の 100分の 20を超える議決権を有し又はその出資の総額の 100分の 20を超える出

資をしている者をいい、「人事面において密接な関連のある者」とは、当該企業の役員

を兼ねている場合をいう。 

なお、本事業のアドバイザリー業務に関わっている者は以下のとおりである。 

 

 ・株式会社 NJS（本社所在地：東京都港区芝浦 1-1-1） 

 

 応募者が資格要件を喪失した場合の取扱い 

応募者の代表企業及び構成企業が、応募資格要件確認基準日の翌日から事業者決定日まで

の間、「６．１）応募者の備えるべき応募資格」に記載されている資格要件を喪失した場合

は、以下の取扱いとする。 

ア） 代表企業が資格要件を喪失した場合 

代表企業が資格要件を喪失した場合、当該応募者を失格とする。 

イ） 構成企業が資格要件を喪失した場合 

代表企業以外の構成企業が資格要件を喪失した場合、当該資格要件を喪失した構成企業を

除外し、当該構成企業が請負、又は受託する予定であった業務について、新たに本市へ応募

資格審査書類を提出し、応募資格の確認を受けたうえで、構成企業の役割分担の変更、又は

構成企業の追加を認める。 
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７ 事業者の募集及び選定の手順及び日程 

本事業に係る事業者の募集及び選定にあたっては、次の手順及び日程で行うことを予定してい

る（日程は都合により変更する場合がある）。 

 

実施事項 日 程 

実施方針の公表 令和 3年 6月 21 日 

現地説明会の実施 令和 3年 6月 30 日 

実施方針に関する質問及び意見等の受付 令和 3年７月 5 日 

実施方針に関する質問及び意見等への回答公表 令和 3年 7月下旬頃 

プロポーザル公告（募集要項、要求水準書、事業者選定基

準、様式集、基本協定書（案）、基本契約書（案）、設計建

設業務請負契約書（案）及び維持管理業務委託契約書（案）

を以下「募集要項等」という。）の公表 

令和 3年 7月下旬頃 

現地見学会の実施 令和 3年 8月上旬頃 

募集要項等に関する質問の受付 募集要項等の公表日から 

令和 3年 8月中旬頃 

募集要項等に関する質問への回答公表 令和 3年 9月上旬頃 

参加表明書等の受付締切 令和 3年 9月下旬頃 

参加資格確認結果の通知 令和 3年 10月上旬頃 

提案書類の受付 令和 3年 11月中旬 

プレゼンテーションの実施及び参加者へのヒアリング 令和 3年 12月上旬頃 

優先交渉権者の決定 令和 4年 1月中旬頃 

基本協定の締結 令和 4年 1月下旬頃 

事業契約の締結 令和 4年 2月上旬頃 

 

 

８ プロポーザル応募に関する留意事項 

 募集要項の承諾 

応募者は提案書類の提出をもって、募集要項及びその他資料の記載内容を承諾したものと

みなす。 

 費用負担 

プロポーザル応募に際し、応募に係る費用は、すべて応募者の負担とする。 

 プロポーザル応募において使用する言語・通貨単位及び時刻 

プロポーザル応募において使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位

は円、時刻は日本標準時とする。 

 著作権 

応募者の提出書類に含まれる著作物の著作権は、応募者に帰属する。 
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ただし、本市が必要と認める時には、事業提案の全部又は一部を無償で使用できるものと

する。また、事業者に決定した者以外の応募者提案については、本事業の公表以外には原則

的に使用しない。 

なお、本市に提出された資料は、本市情報公開条例に基づき、公開することができる。た

だし、その範囲は応募者へ事前に確認する。 

 募集要項の承諾 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保

護される第三者の権利となっている材料、工法、維持管理方法等を使用したことに起因する

責任は、提案を行った応募者が負う。 

 提出書類の取扱い 

応募者から提出を受けた書類は返却しない。 

 提示資料の取扱い 

本市が提示する資料は、プロポーザル応募に係る検討以外の目的で使用することはできな

いものとする。 

 プロポーザル応募無効に関する事項 

以下のいずれかに該当する提案書は、無効とする。 

ア） 募集要項に示した応募者の備えるべき応募資格のない者の提出した書類 

イ） 事業名及び見積金額のない書類 

ウ） 代表企業名、構成企業名及び押印のない又は不明瞭な書類 

エ） 事業名に誤りのある書類 

オ） 見積金額の記載が不明瞭な書類 

カ） 見積金額を訂正した書類 

キ） 一つの応募について同一の者が二以上の提案を行った書類 

ク） 提案書類の受付期間締切までに本市担当窓口に到達しなかった書類 

ケ） 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提

出した書類 

コ） 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、見積金額又はその他の

点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した書類 

 応募者が１者のみであった場合の取扱い 

 本事業に対する応募者が１者のみであった場合は、「９ 事業者の選定方法」に示す手順

に基づき、応募者の審査を行い、優先交渉権者として選定することの可否を決定する。 

 必要事項の通知 

募集要項等に定めるもののほか、プロポーザルにあたっての留意点等、必要な事項が生じ

た場合には、代表企業に通知する。 
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９ 事業者の選定方法 

 応募資格の審査 

ア） 応募資格審査書類の審査 

本市は、本事業の応募者に求めた応募資格審査書類が全て揃っていることを確認し、審

査する。 

書類不備の場合は失格とする。ただし軽微な書類不備の場合は、この限りではない。 

イ） 応募資格要件の審査 

本市は、応募者が募集要項に記載した応募者が備えるべき応募資格要件を満たしている

ことを審査する。応募資格要件を１つでも満たしていない場合は失格とする。 

ウ） 応募資格審査結果の通知 

本市は、応募資格審査の結果を応募者の代表企業に通知する。 

 

 提案書類の確認 

本市は、応募者から提出された提案書類が全て揃っていることを確認する。ただし、軽微

な書類不備等の場合はこの限りではないが、追加提出を求めるとともに技術評価に反映する

こともある。 

 

 提案価格・基礎審査 

ア） 提案価格審査 

本市は、応募者が提出した提案価格が、見積上限価格以内であることを審査する。見積

上限価格を超えた場合は失格とする。また、価格が著しく低い提案者については、プレゼ

ンテーション時において価格の妥当性等についてヒアリングを行う。 

イ）  基礎審査 

本市は、提案価格が見積上限価格以内である応募者を対象として、要求水準内容の審査

を実施する。提案内容が「要求水準書」に定めた要求水準を満たしているか否かを審査す

る。要求水準を満たしていない場合は失格とする。 

ウ）  結果の通知 

本市は、提案価格及び基礎審査の結果を、応募者の代表企業へ通知するとともに、プレ

ゼンテーションの日程を応募者に伝える。 

 

 事業者選定審査委員会 

事業者の選定にあたり、本市は若木浄水場等更新整備及び維持管理事業者選定審査委員会

を設置する。事業者選定委員会は、提案内容審査における募集要項の事業者選定に関する書

類の検討を行うほか、事業者選定における次の５）から９）までに示す事項を実施する。 

 

 プレゼンテーションの実施 

提案価格の審査及び基礎審査後、応募者ごとにプレゼンテーションを実施し、当該応募者

に対し、ヒアリングを行う。 
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 提案内容の審査 

応募者が提出した提案内容に対して、審査項目及び配点に基づき得点化を実施する。 

詳細については、公告時に明らかにする。 

 

 最優秀提案者等の選定 

各応募者の総合評価点が最も高い提案を最優秀提案とし、最優秀提案者に選定する。 

また、最優秀提案の次に優秀な提案を優秀提案とし、優秀提案者に選定する。ただし、総

合評価点が同点の場合は、技術評価点が最も高い提案を最優秀提案として選定する。技術評

価点も同点の場合は、技術評価点のうち、特定の項目で評価点が最も高い提案を最優秀提案

として選定する。特定の項目は、公告時に明らかにする。 

これらも同点の場合は、くじ引きにより最優秀提案者を決定する。 

 

 優先交渉権者の決定 

本市は、事業者選定委員会より選定された最優秀提案者を本事業の優先交渉権者に、優秀

提案者を次点交渉権者に決定する。ただし、本事業に対する応募者が１者のみであった場合

においても、事業者の選定方法の手順に従い優先交渉権者を決定する。 

 

 審査結果の通知及び公表 

本市は、事業者選定委員会における審査及び選定の結果を取りまとめて、応募者に対して

書面にて通知するとともに、本市ホームページで公表する。優先交渉権者と次点交渉権者へ

の書面通知には、優先交渉権者であること、次点交渉権者であることを明記する。なお、電

話等による問い合わせには応じない。 

 

 

１０ 契約に関する事項 

 契約の条件 

優先交渉権者と本市は、契約の締結に関する基本協定締結に際し、基本協定書（案）の内

容について提案書類提出時に未定であったもの以外は変更しないものとし、速やかに合意、

契約締結を行う。 

 

 契約の解除 

優先交渉権者が６．９）「応募者が資格要件を喪失した場合の取扱い」に該当し、応募資

格要件を喪失した場合は、本市は優秀提案者として次点交渉権者に決定した応募者と契約交

渉を行う。ただし、６．９）イ）「構成企業が資格要件を喪失した場合」において、新たに本

市へ応募資格審査書類を提出し、応募資格の確認を受けたうえで、構成企業の役割分担の変

更、又は構成企業の追加を本市が認めた場合は、この限りではない。 
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 基本契約の締結 

本市は、基本協定の規定に基づき事業者と基本契約を締結する。 

本市は、基本契約の規定に基づき、施設の工事を行うために結成する設計・建設のＪＶと

本事業にかかる設計建設業務請負契約、対象施設の維持管理を行うために結成する維持管理

のＪＶと本事業に係る維持管理業務委託契約を締結する。 

基本契約、設計建設業務請負契約及び維持管理業務委託契約の３つの契約をまとめて、事

業契約という。 

 

 事業契約の締結 

本市は、基本協定の規定に基づき事業者と事業契約を締結する。 
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１１ 対価の支払い 

 費用の構成 

 費用の構成は以下に示すとおりである。 

 

項 目 該当する業務 備 考 

設計 調査費 調査業務  

 設計費 基本設計及び詳細設計業務  

  各種申請等の補助業務  

工事 工事費 工事業務  

  各種許認可等の申請業務  

  各種調査業務  

  補助金申請書等作成補助業務  

維持管理 維持管理費 維持管理業務  

 

 費用の調達 

 設計・工事等に要する費用は、本市が調達するものとする。 

 

 費用の支払方法 

 設計・工事等に要する費用は、各年度の出来高に応じて支払う。 

 ただし、設計、工事については各年度支払い、協定以上の金額は支払わないものとする。 

 

 建設工事で予定している財源内訳 

ア） 財源の構成 

建設工事における本市の財源は次のとおりである。 

 

『事業費＝単独費＋企業債＋補助金等』 

 

イ） 財源の内訳 

事業費から単独費及び補助金等を除いた残りは全て企業債とする。 

 

 維持管理業務で予定している財源内訳 

ア） 財源の構成 

維持管理業務における本市の財源は次のとおりである。 

 

『事業費＝単独費』 
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１２ 本市と事業者の責任分担 

 基本的な考え方 

本事業は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目

指している。事業者の担当する業務については、事業者が責任をもって遂行し、業務に伴い

発生するリスクについてはそれを管理し、発生時の影響についても自ら負担するものとする。

ただし、事業者が適切かつ低廉に管理することができないと認められるリスクについては、

本市がそのすべて又は一部を負うこととする。 

 

 予想されるリスクと責任分担 

本事業で予想されるリスクについて、本市と事業者の分担概略を表 １４から表 １７に示

す。なお、詳細については、今後公表予定の事業契約書（案）に規定することとし、最終的

に事業契約書で明文化する。 
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表 １４ リスク分担表（案） 1/4：共通事項（1） （凡例 ●：主、▲：従） 

 

 

■リスク分担表 【負担者】●：主負担、▲：従負担

発注者 受注者

入札手続き 1
募集要項、要求水準書等の記載内容の変更、誤記及び提
示漏れによるもの

●

2 発注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 ●

3 受注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 ●

終了手続き 4
契約終了手続きに伴う、諸費用の発生及び事業会社の清
算手続きに関するもの

●

5
事業予算、債務負担行為、契約締結などの議決に関する
もの

●

6 事業の中断・変更に関するもの ●

7
本事業に直接の影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変
更によるもの

●

8 上記以外の法制度・許認可の新設・変更によるもの ●

9 発注者が取得する許認可等の取得遅延 ●

10
受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者
の事由によらないもの

●

11
受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者
の事由によるもの

●

12
受注者の帰責事由による行政指導に伴う事業の変更・遅
延に関するもの

●

13
上記以外の事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延
に関するもの

●

14
消費税などの本事業に直接の影響を及ぼす税制度の新
設・変更によるもの

●

15
法人事業税、法人住民税などの受注者の利益に関する税
制度の新設・変更によるもの

●

16 受注者の帰責事由による第三者賠償等に関するもの ●

17 上記以外の事由による第三者賠償等に関するもの ●

18
本事業の実施そのものに関する地元合意形成等に関する
もの

●

19
受注者が行う業務（調査・設計・工事・維持管理）に関
する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由によら
ないもの

●

20
受注者が行う業務（調査・設計・工事・維持管理）に関
する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由による
もの

●

21
受注者の提案内容、業務に起因する環境問題に関するも
の

●

22 上記以外の事由による環境問題に関するもの ●

受注者の発
注する業務

23 受注者が発注する契約の管理・内容変更等に関するもの ●

想定外業務 24
第三者の加害行為（破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混
入、放火等）により、事業変更・施設運転停止・事業継
続が困難となる場合

● ▲※1

25 受注者の帰責事由による事故災害に関するもの ●

26 上記以外の事由による事故災害に関するもの ●

27
受注者が行う業務（調査・設計・工事・維持管理）にお
ける安全性の確保

●

28
整備施設の不備又は維持管理における善管注意義務違反
等による見学者の損傷

●

29 場内既存施設の不備による見学者の損傷 ●※2

30
場内既存施設のうち、受注者が改造又は改修した範囲の
不備による見学者の損傷

●

安全

安全確保

段階 リスクの種類

入札・契約

税制変更

社会

リスクの内容

行政指導

負担者

政治

法制度

許認可

契約手続き

No.

共通 第三者賠償

制度関連

業務

事故災害

住民対応

環境問題
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表 １５ リスク分担表（案） 2/4：共通事項（2） （凡例 ●：主、▲：従） 

 

 

 

  

発注者 受注者

教育・研修 31 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 ●

ハラスメン
ト行為

32 受注者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 ●

不正犯罪 33
受注者の従業員の不誠実行為等による業務停止、契約解
除

●

34 受注者の従業員による情報の漏洩 ●

35 発注者の帰責事由による受注者の従業員個人情報の漏洩 ●

物価変動 36
本事業に係るインフレ・デフレ（物価変動）に関する費
用の増減

● ▲※3

保険 37
受注者が行う業務（調査・設計・工事・維持管理）の各
段階のリスクをカバーする保険に関するもの

●

補助金受
給・起債

38
補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能及び起債に
関するもの

●

計画変更 39
発注者の帰責事由による事業内容・用途の変更に関する
もの

●

40 発注者の帰責事由による事業の中断に関するもの ●

41
受注者の帰責事由による事業の中断に関するもの（受注
者の経営破綻又は受注者の提供するサービス水準が一定
のレベルを下回った場合）

●

42
受注者の帰責事由による契約不履行に関するもの（受注
者の整備した施設・設備の性能不足、受注者の維持管
理・運営の不備）

●

43 上記以外の事由による契約不履行に関するもの ●

不可抗力 44
本事業に係る戦争、暴動、天災（風水害、地震、噴火
等）他、発注者及び受注者の双方の責めに帰すことので
きない事由等

● ▲※3

※1 受注者の善管注意義務違反や業務不履行等によるもの

※2 耐震補強を行う沈砂池、沈殿池、急速ろ過池以外の既存施設を対象

※3 一定の割合を超える費用負担は官、それ以外は民が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書（案）

　　及び維持管理業務委託契約書（案）において定める

事業の中断

リスクの種類

情報漏洩

リスクの内容
負担者

段階

共通

契約不履行

資金

変更・中断

労務

No.

一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書（案） 
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表 １６ リスク分担表（案） 3/4：調査・設計・工事 （凡例 ●：主、▲：従） 

 

  

発注者 受注者

45 発注者が実施した測量・地質調査に関するもの ●

46 埋蔵文化財の存在に関するもの ●

47 上記以外の測量・地質調査に関するもの ●

48
発注者の帰責事由（提示条件の大幅な変更等）による設
計の完了遅延・設計費の増大

●

49
受注者の帰責事由（提案の不備、設計の不備、事業者の
事由による履行遅れ等）による設計の完了遅延・設計費
の増大

●

50 事業用地の確保に関するもの ●

51 事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保 ●

52
土壌汚染、地中障害物（残置廃棄物、不発弾等）、既存
資料（地下埋設物、撤去対象施設等）及び現地で把握あ
るいは予見が不可能な地下埋設物に関するもの

●

53
既存資料及び現地で把握あるいは予見が可能な地下埋設
物及び撤去対象施設に関するもの

●

54 受注者の帰責事由による工事の遅延 ●

55 上記以外の事由による工事の遅延 ●

56 発注者の帰責事由による工事費の増大 ●

57 予見が困難な地下埋設物等の移設等に伴う工事費の増大 ●

58 上記以外の事由による工事費の増大 ●

59 発注者が実施する工事監理に関するもの ●

60 受注者が実施する工事監理に関するもの ●

61 工事の現場管理に関するもの ●

62
施設、工事材料又は建設機械器具等について生じた不可
抗力による施設の引渡前損害

● ▲※1

63 上記以外の事由による引渡前損害 ●

64
施設の契約不適合が発見された場合（契約不適合責任期
間中）

●※2

65
施設の契約不適合が発見された場合（契約不適合責任期
間後）

●※2

※1 一定の割合を超える費用負担は官、それ以外は民が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書（案）

　　において定める

※2 契約不適合責任期間は設計建設工事請負契約書（案）において定める

リスクの種類

工事

段階 リスクの内容
負担者

工事監理・工事管理

No.

調査

設計

用地

工事遅延

工事費増大

引渡前損害

施設の契約不適合責任

調査・
設計

一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書（案） 
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表 １７ リスク分担表（案） 4/4：維持管理 （凡例 ●：主、▲：従） 

 

  

発注者 受注者

66 発注者の不適切な指示（判断）に関するもの ●

67
設定した原水水質の超過により、施設の性能上、要求浄
水水質を満足できない場合

●

68
原水水質の急変（実績等から予見できないもの）によ
り、施設の処理能力を超えた場合

●

69
事業範囲外の管路施設に起因する水量変動、水質異常
（漏水等）

●

70
受注者の事由によらない浄水場における原水水量不足
（渇水等）

●

71
受注者の帰責事由による要求水質・水量の未達成に関す
るもの

●

72
原水水質事故等における発注者の情報提供・判断・指示
の遅れに関するもの

●

73
原水水質事故等における受注者の初動対応（発注者への
連絡・報告、状況調査、緊急処置等）の遅れに関するも
の

●

74 施設の契約不適合によるもの（契約不適合責任期間中） ●※1

75 施設の契約不適合によるもの（契約不適合責任期間後） ●※1

76
受注者が実施する機器等更新について、受注者の帰責事
由により不具合が発生した場合

●

77
既存施設の不具合、劣化、経年化等による性能不足に関
するもの

●※2

78
受注者の帰責事由による性能不足に関するもの（提案内
容に基づく改造や改修、維持管理に起因するもの）

●※2

79 受注者の帰責事由による施設の損傷に関するもの ●

80 上記以外の事由による施設の損傷に関するもの ●

81
発注者が使用するＯＡ機器等、発注者の帰責事由による
もの

●

82
受注者が使用するＯＡ機器等、受注者の帰責事由による
もの

●

83
発注者の事由による事業内容・用途の変更に起因する維
持管理費の増大

●

84 計画水量を超過したことによる維持管理費の増大 ●

85
設定した原水水質の超過により、施設の性能上、要求浄
水水質を満足できない場合における維持管理費の増大

●

86
原水の濁度、色度、臭気の恒常的な水質変化による薬品
費の増大

●

87 既存施設の劣化、経年化等による維持管理費の増大 ●

88 受注者の帰責事由による維持管理費の増大 ●

89 事業終了時の業務引継ぎの不備 ●

90 事業終了時の施設状況の要求水準の未達成 ●

※1 契約不適合責任期間は設計建設工事請負契約書（案）において定める

※2 耐震補強を行う沈砂池、沈殿池、急速ろ過池以外の既存施設を対象

事業終了時の施設の状況

通信システ
ムの障害復
旧、安全対
策

施設の損傷

施設性能
（既存施
設）

水量・水質

負担者
段階 リスクの内容No.

維持管
理

施設性能
（整備施
設）

リスクの種類

要求水質・
水量の未達
成

原水水質事
故

施設

維持管理費の増大

業務引継ぎ
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１３ 事業実施水準の確保 

 対象業務におけるサービスの水準 

事業者は、事業期間中に本市が満足する内容のサービスを提供することが求められる。浄

水の水質、本事業の対象となる施設に要求する性能及び維持管理に要求するサービスの水準

は、今後公表する募集要項等において示すものとする。 

 

 本市による事業の実施状況のモニタリング 

本市は、事業者が提供する業務内容の確認等を目的にモニタリングを行う。 

 

ア） モニタリングの内容 

① 設計及び工事段階 

本市は、事業者が行う設計業務及び工事業務等が本市の定める要求水準に適合するもの

であるか確認を行う。 

事業者が実施する設計業務及び工事業務等の水準が本市で定める水準を下回ることが判

明した場合、本市は業務内容の改善を求める。事業者は、本市の改善要求に対し、自らの

費用負担により改善措置を講ずるものとする。 

詳細なモニタリングの方法及び内容等については、募集要項等において明らかにする。 

② 維持管理段階 

本市は、事業者が行う維持管理業務について定期的に確認を行う。 

事業者の実施する維持管理業務の水準が本市で定める水準を下回ることが判明した場合、

本市は業務内容の速やかな改善を求めるとともに、維持管理業務の未達成の度合いに応じ

てサービスの対価の減額等を行う。事業者は、本市の改善要求に対し、自らの費用負担に

より改善措置を講ずるものとする。 

なお、詳細なモニタリングの方法、内容及びサービスの対価の減額基準等については、

募集要項等において明らかにする。 

 

イ） モニタリング費用の負担 

モニタリングに係る費用のうち、本市が実施するモニタリングに係る費用は本市が負担す

る。事業者自らが実施するセルフモニタリングに係る費用は、事業者の負担とする。 
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１４ 実施方針に関する質問の受付等 

 現地説明会 

実施方針に関する説明会は、以下の要領で行う。 

 

日時 令和３年６月３０日（水） １４時～１６時 

集合場所 若木浄水場 管理本館 1 階 

受付期間 実施方針の公表から令和３年６月２５日（金）午後５時まで 

受付方法 上記受付期間に、電子メールによる申込のみを受け付ける。

なお、電子メール送信後、令和３年６月２８日（月）午後５時

までに返信がない場合は、速やかに問い合わせ先に連絡する

こと。 

申込書の様式 実施方針（様式１）を用いて、申込書を添付ファイルとして電

子メールにて、下記アドレス宛に送信すること。 

電子メールの件名 電子メールの件名は【□□_若木浄水場等更新整備及び維持管

理事業における現地説明会参加申込】とすること。ただし、

『□□』は参加者の企業名とする。 

提出先及び電子メール到

着確認に関する問い合わ

せ先 

３）に記載の担当窓口 

注意事項 a．説明会参加者は、本事業に応募を検討する企業とする。 

b．参加人数は、１企業２名までとする。 

c．参加申込状況によっては、参加人数の制限及び時刻の変更

を行うことがある。 

d．本説明会では質疑応答の機会を設けない。 

e．本説明会では若木浄水場内見学等は実施しない。 

f．本説明会では実施方針書は配布しないため、必要に応じて

各自持参すること。 

g．本説明会への参加・不参加による選定審査への影響は 

一切ないものとする。 
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 質問の受付・回答 

ア） 質問の受付 

実施方針に関する質問は以下のとおり受け付ける。 

 

受付期間 実施方針の公表から令和３年７月５日（月）午後５時まで 

受付方法 上記期間に、電子メールによる送信のみを受け付けるものと

し、電話等による問い合わせには応じない。 

なお、電子メール送信後、令和３年７月６日（火）午後５時ま

でに返信がない場合は、速やかに問い合わせ先に連絡するこ

と。 

質問書の様式 実施方針（様式２）「実施方針に関する質問書」に記入のうえ、

添付ファイル（Excel 形式）として電子メールにて送信するこ

と。 

電子メールの件名 電子メールの件名は【□□_若木浄水場等更新整備及び維持管

理事業に関する質問】とすること。ただし、「□□」は質問者

の企業名とする。 

提出先及び電子メール到

着確認に関する問い合わ

せ先 

１５．３）に記載の担当窓口 

注意事項 a．質問者は、本事業に応募を検討する企業とする。 

 

イ） 質問の回答 

質問に対する回答については、下記要領にて公表する（電話や窓口等での直接回答は行

わない）。 

 

公表日（予定） 令和３年７月下旬 

公表の方法 本市ホームページに質問回答を掲載 
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 問い合わせ、各書類提出先 

 問合せ等の窓口は、以下のとおりとする。 

 

栃木県小山市中央町 1 丁目 1 番 1 号 

小山市水道事業 

ＴＥＬ：0285-24-7616 

ＦＡＸ：0285-23-0342 

電子メール：d-jyogesisetu@city.oyama.tochigi.jp 

※電子メールでのお問い合わせについては、宛先に「□□_若木浄水 

場等更新整備及び維持管理事業について」と入れてください。 

ただし、「□□」は質問者の企業名とします。 

 

 

１５ その他 

 その他詳細については、募集要項等で明らかにする。なお、募集要項等は、本市ホームペー

ジにおいて公表する予定である。 

 現地確認を行う場合は、近隣住民等の第三者へ迷惑が掛からないように十分配慮すること。

万が一、第三者との間でトラブルが生じたとしても、本市はその責を負わない。 

  

mailto:d-jyogesisetu@city.oyama.tochigi.jp
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実施方針　様式１

　小山市　水道事業管理者　小山市長　浅野正富　様

「若木浄水場等更新整備及び維持管理事業」に関する現地説明会に以下のとおり申し込みます。

※現地説明会の参加者は各社２名までとして下さい。

（注） Microsoft Office Excelのファイル形式で提出してください。

Emailアド レス

参加者氏名 所　属　部　署　名

令和  年  月  日

実施方針に関する現地説明会参加申込書

申
込
者

商 号 又 は 名 称

所 在 地

所 属 部 署

担 当 者 名

電 話

ください。 
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実施方針　様式２

No 頁 章 節 項 目 項目名 内容

記入例 2 1 2) ア） ① 2）整備内容について △△について◎◎という理解で宜しいでしょうか。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

見出し符号

令和  年  月  日

実施方針に関する質問書

提
出
者
情
報

商 号 又 は 名 称
＜記載要領＞
・質問は1行につき1問とすること。
・質問数に応じて行を追加して使用すること。
・行の幅（高さ）は変更してもよい。
・列の追加・移動、セルの結合は行わないこと。
・エクセル以外での提出は認めない。
・ファイル名は「会社名_実施方針に関する質問書」と
すること。

所 属 部 署

担 当 者 名

電 話

Email ア ド レ ス
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別紙１　対象施設位置図（若木浄水場、鶉島浄水場、羽川西浄水場）



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



別紙２　地質調査資料



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

若木浄水場及び鶉島浄水場
水位高低図

別紙３　現況水位高低図



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

羽川西浄水場　水位高低図

別紙３　現況水位高低図



別紙４　事業範囲図



別紙４　事業範囲図



別紙４　事業範囲図



（管理本館）

（地下配水ポンプ室）

（排水処理棟）

（配水池）（配水池）

（急速ろ過池）

（高速沈殿池）（高速沈殿池）

タンク

（沈 澱 池）

タンク

B

N

〇工事期間中に
利用可能な用地

面積A＝約700ｍ2

S=1:700

別紙５　工事期間中に
　　　　利用可能な用地
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整備対象施設 

 

若木浄水場整備対象施設(1/3) 

 

NO. 対象施設※１ 

更新 

対象 

※２ 

撤去 

対象 

既設 

流用 

1 

取水施設 

喜沢取水塔 建屋   ○ 

2 機械設備 ポンプ、制水弁、排砂設備等 ○ ○  

3 機械設備（深井戸）  ポンプ(浄水場内、予備水源) ○ ○  

4 動力設備 
コントロールセンタ、回転制

御装置、現場盤、リレー盤等 
○ ○  

5 計装設備 流量計、水位計等 ○ ○  

6 監視制御設備 ＩＴＶ等 ○ ○  

7 建築附帯設備 外灯、照明、分電盤等   ○ 

8 

浄水施設 

（沈砂池） 

沈砂池 躯体 
○ 

※３ 
  

9 着水井 躯体   ○ 

10 機械設備 
排砂ポンプ、掻寄機、フラッシ

ュミキサ、弁類等 
○ ○  

11 動力設備 
コントロールセンタ、現場盤、

リレー盤等 
○ ○  

12 計装設備 流量計、水位計等 ○ ○  

13 

浄水施設 

（沈殿池） 

沈殿池 躯体 
○ 

※３ 
  

14 機械設備 掻寄機、弁類等 ○ ○  

15 動力設備 
コントロールセンタ、現場盤、

リレー盤等 
○ ○  

16 計装設備 流量計、水位計、界面計等 ○ ○  

17 

浄水施設 

（急速ろ過） 

急速ろ過池 躯体 
○ 

※３ 
  

18 機械設備 
真空ポンプ、弁類、コンプレッ

サ、ポンプ等 
○ ○  

19 動力設備 
コントロールセンタ、現場盤、

リレー盤等 
○ ○  

20 計装設備 流量計、水位計等 ○ ○  

別紙６ 
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若木浄水場整備対象施設(2/3) 

 
 
 
 
 

NO. 対象施設※１ 

更新 

対象 

※２ 

撤去 

対象 

既設 

流用 

21 

配水ポンプ設備 

浄水池 躯体   ○ 

22 機械設備 
配水ポンプ、床排水ポンプ等、

吐出弁等 
○ ○  

23 動力設備 
コントロールセンタ、回転制

御装置、現場盤、リレー盤等 
○ ○  

24 計装設備 流量計、水位計、圧力計等 ○ ○  

25 

薬品注入設備 

機械設備 

（凝集剤注入） 
PAC貯留タンク、注入ポンプ等 ○ ○  

26 
機械設備 

（酸注入） 

硫酸貯留タンク、注入ポンプ

等 
○   

27 
機械設備 

（苛性ソーダ注入） 

苛性ソーダ貯留タンク、注入

ポンプ等 
○ ○  

28 
機械設備 

（次亜注入） 

次亜貯留タンク、注入ポンプ

等(前、中、後） 
○ ○  

29 
機械設備 

（粉末活性炭） 

注入設備、攪拌機、溶解槽、ポ

ンプ等 
○ ○  

30 動力設備 
コントロールセンタ、回転制

御装置、現場盤、リレー盤等 
○ ○  

31 計装設備 流量計、液位計等 ○ ○  

32 

排水処理施設 

排水池 躯体   ○ 

33 濃縮槽 躯体   ○ 

34 
機械設備 

（排水池、濃縮槽） 
ポンプ、弁類、攪拌機等 ○ ○  

35 
機械設備 

（脱水機） 

脱水機、ポンプ類、コンプレッ

サ、ホッパー等 
○ ○  

36 動力設備 
コントロールセンタ、現場盤、

リレー盤等 
○ ○  

37 計装設備 
流量計、水位計、濃度計、重量

計等 
○ ○  
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若木浄水場整備対象施設(3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NO. 対象施設※１ 

更新 

対象 

※２ 

撤去 

対象 

既設 

流用 

38 

その他 

管理本館 建屋   ○ 

39 排水処理棟 建屋   ○ 

40 次亜注入室 建屋   ○ 

41 地下配水ポンプ室 建屋   ○ 

42 受変電設備 引込、受電、変圧、ＳＣ盤等 ○ ○  

43 自家発設備 
発電機、原動機、発電機盤、燃

料タンク等 
○   

44 直流電源設備 蓄電池、インバータ等 ○ ○  

45 無停電電源設備 ＣＶＣＦ装置、分電盤等 ○ ○  

46 水質試験設備 
水質計器、サンプリングポン

プ等 
○ ○  

47 監視制御設備 
中央監視、コントローラ、計装

盤、ＩＴＶ等 
○ ○  

48 建築附帯設備 
外灯、照明、分電盤、ファン、

エアコン等 
  ○ 

49 工作室 建屋 ○ ○  
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鶉島浄水場整備対象施設 

 

 
 
 
 

NO. 対象施設※１ 
更新 

対象 

撤去 

対象 

既設 

流用 

1 

鶉島浄水場 

機械設備（取水、着水井） ポンプ等 ○ ○ ○ 

2 着水井 躯体   ○ 

3 機械設備（急速ろ過） 
急速濾過機、コンプレッサ、弁

類、ポンプ等 

○ 

※４ 
○ ○ 

4 機械設備（配水） ポンプ等 ○ ○  

5 次亜塩素酸室配水井 躯体   ○ 

6 配水池 躯体   ○ 

7 
機械設備 

（次亜注入） 
   ○ 

8 排水池 躯体   ○ 

9 排水汚泥槽 躯体   ○ 

10 濃縮槽 躯体   ○ 

11 
機械設備 

（排水処理） 
ポンプ、弁類 ○ ○ 〇 

12 ポンプ室・電気室 建屋   ○ 

13 受変電設備 引込、受電、変圧、ＳＣ盤等   ○ 

14 直流電源設備 蓄電池、インバータ等   ○ 

15 動力設備 
コントロールセンタ、現場盤、

リレー盤等 
○ ○ ○ 

16 計装設備 流量計、水位計、濃度計等 
○ 

※５ 
○ ○ 

17 水質試験設備 サンプリングポンプ等 ○ ○ ○ 

18 監視制御設備 コントローラ、計器盤等 ○ ○  

19 建築附帯設備 外灯、照明、分電盤、ファン等   ○ 
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羽川西浄水場整備対象施設(1/3) 

NO. 対象施設 

更新 

対象 

※１ 

撤去 

対象 

既設 

流用 

1 

取水施設 

東島田取水塔 建屋   ○ 

2 
東島田取水場発電機室・

電気室 
建屋    

3 機械設備 
ポンプ、制水弁、排砂設備、ク

レーン等 
○  ○ 

4 受変電設備  
低圧盤、制御盤、変圧盤、イン

バータ等 
  ○ 

5 自家発設備 
発電機、原動機、発電機盤、燃

料タンク等 
○ ○ ○ 

6 動力設備 
コントロールセンタ、回転制

御装置、現場盤、リレー盤等 
○  ○ 

7 計装設備 流量計、水位計等   ○ 

8 遠方監視装置 
テレメータ・テレコントロー

ル等 
○  ○ 

9 監視制御設備 ＩＴＶ等   ○ 

10 建築附帯設備 外灯、照明、分電盤等   ○ 

11 深井戸（場内外 6 か所） ポンプ等   ○ 

12 動力設備 
コントロールセンタ、現場盤

等 
  ○ 

13 計装設備 流量計、水位計等   ○ 

14 遠方監視装置 
テレメータ・テレコントロー

ル等 
○  ○ 

15 

浄水施設 

（沈砂池） 

沈砂池 躯体   ○ 

16 着水井 躯体   ○ 

17 機械設備 
フラッシュミキサ、フロキュ

レータ等 
  ○ 

18 動力設備 
動力制御盤、現場盤、リレー盤

等 
  ○ 

19 計装設備 流量計、水位計等   ○ 

20 浄水施設 

（沈殿池） 

沈殿池 躯体   ○ 

21 機械設備 傾斜板、掻寄機、排泥弁類   ○ 
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羽川西浄水場整備対象施設(2/3) 

 

NO. 対象施設 

更新 

対象 

※２ 

撤去 

対象 

既設 

流用 

22 浄水施設 

（沈殿池） 

動力設備 
コントロールセンタ、現場

盤、リレー盤等 
  ○ 

23 計装設備 流量計、水位計等   ○ 

24 

浄水施設 

（急速ろ過） 

急速ろ過池 躯体   ○ 

25 機械設備 
真空ポンプ、弁類、コンプレ

ッサ、ポンプ等 
  ○ 

26 動力設備 
コントロールセンタ、現場

盤、リレー盤等 
  ○ 

27 計装設備 流量計、水位計等   ○ 

28 

配水ポンプ設備 

浄水池 躯体   ○ 

29 機械設備 
配水ポンプ、給水ポンプ等、吐

出弁等 
○  ○ 

30 動力設備 
コントロールセンタ、回転制

御装置、現場盤、リレー盤等 
○  ○ 

31 計装設備 流量計、水位計、圧力計等   ○ 

32 

薬品注入設備 

機械設備 

（凝集剤注入） 
PAC貯留タンク、注入ポンプ等   ○ 

33 
機械設備 

（酸注入） 

硫酸貯留タンク、注入ポンプ

等 
  ○ 

34 
機械設備 

（苛性ソーダ注入） 

苛性ソーダ貯留タンク、注入

ポンプ等 
○  ○ 

35 
機械設備 

（次亜注入） 

次亜貯留タンク、注入ポンプ

等(前、中） 
  ○ 

36 
機械設備 

（粉末活性炭） 

注入設備、攪拌機、コンプレッ

サ等 
  ○ 

37 動力設備 
コントロールセンタ、回転制

御装置、現場盤、リレー盤等 
○  ○ 

38 計装設備 流量計、液位計等   ○ 

39 

排水処理施設 

排水池 躯体   ○ 

40 排泥池 躯体   ○ 

41 濃縮槽 躯体   ○ 

42 機械設備 ポンプ、弁類、攪拌機等   ○ 
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羽川西浄水場整備対象施設(3/3) 

※1 設備更新に付随するもの（ケーブル及び電線管等）の更新及び撤去等を行う。 

※2 新設施設も含む。 

※3 耐震補強を行う。 

※4 ろ過砂交換も含む。 

※5 嵩上げによる浸水対策実施。 

NO. 対象施設   

更新 

対象 

※２ 

撤去 

対象 

既設 

流用 

43 

排水処理施設 

機械設備 

（脱水機） 

脱水機、ポンプ類、コンプレ

ッサ、ホッパー等 
  ○ 

44 動力設備 
コントロールセンタ、現場

盤、リレー盤等 
  ○ 

45 計装設備 
流量計、水位計、濃度計、重

量計等 
  ○ 

46 

その他 

管理本館 建屋   ○ 

47 汚泥処理棟 建屋   ○ 

48 受変電設備 引込、受電、変圧、ＳＣ盤等   ○ 

49 自家発設備 
発電機、原動機、発電機盤、燃

料タンク等 
  ○ 

50 直流電源設備 蓄電池等   ○ 

51 無停電電源設備 ＣＶＣＦ装置、分電盤等   ○ 

52 水質試験設備 
水質計器、サンプリングポン

プ、水質分析等 
○ ○ ○ 

53 遠方監視装置 
テレメータ・テレコントロー

ル等 
○  ○ 

54 監視制御設備 
中央監視、コントローラ、計装

盤、ＩＴＶ等 
○ ○ ○ 

55 建築附帯設備 
外灯、照明、分電盤、ファン、

エアコン等 
  ○ 



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

羽川西浄水場 配水ポンプ設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

鶉島浄水場 浄水処理設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

鶉島浄水場 排水処理設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

若木浄水場 取水～沈澱池設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

若木浄水場 急速ろ過池設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

若木浄水場 配水ポンプ設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

若木浄水場 薬品注入設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

若木浄水場 活性炭注入設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日図 示

若木浄水場 排水処理設備
フローシート（更新）

別紙７　更新対象範囲



別紙７　更新対象範囲



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

2

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

3

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

4

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

5

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

6

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:100

耐震補強工構造図（1）

14

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日

耐震補強工構造図（２）

S=1:100

D E

15

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日

耐震補強工構造図（３）

S=1:100

16

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:100

耐震補強工構造図（４）

17

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日

耐震補強工構造図（５）

S=1:100

18

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:20

耐震補強工構造図（６）

19

別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

沈砂池 内面防水塗布図(1)
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別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

沈砂池 内面防水塗布図(2)

沈砂池 内面防水塗布図(2) S=1:50

B-B断面図

仕様:ポリウレア樹脂塗装

範囲:底版･側壁･隔壁
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別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

高速凝集沈殿池 内面防水塗布図(1)
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別紙８　耐震補強工事の概要



工 事 名

図面名称

小山市建設水道部上下水道施設課

図面番号

縮　　尺

課　長 係　長 検　査 設　計検

認

作　成　年　月　日

令和   年　  月  　日S=1:50

高速凝集沈殿池 内面防水塗布図(2) S=1:100

仕様:ポリウレア樹脂塗装

範囲:底版･側壁･隔壁
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範囲:底版･側壁･隔壁
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別紙８　耐震補強工事の概要



羽川西浄水場　表流水　沈砂池

最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均

気 温 ℃ 25.0 14.0 20.4 - ／ 12 26.5 14.0 20.6 - ／ 12 25.5 -1.5 14.4 - ／ 12 28.5 1.1 16.5 - ／ 12 29.3 -0.8 14.1 - ／ 12

水 温 ℃ 24.3 9.7 17.1 - ／ 12 28.0 6.8 17.9 - ／ 12 24.8 6.1 15.9 - ／ 12 25.5 5.3 16.7 - ／ 12 26.0 8.0 16.1 - ／ 12

1 一 般 細 菌 100 ｹ/ml以下 21300 1400 6594 12 ／ 12 72000 1480 16495 12 ／ 12 10900 3550 6100 12 ／ 12 27600 2700 9330 12 ／ 12 5050 69 1810 11 ／ 12

2 大 腸 菌 不検出 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003 mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.005 0.001未満 0.002 2 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.005 0.001未満 0.002 1 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L以下 0.090 0.021 0.052 4 ／ 4 0.038 0.009 0.026 4 ／ 4 0.028 0.008 0.018 4 ／ 4 0.042 0.004未満 0.010 1 ／ 4 0.036 0.004未満 0.019 3 ／ 4

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

11 硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 10 mg/L以下 3.5 2.2 3.0 4 ／ 4 3.7 1.9 2.9 4 ／ 4 3.2 1.7 2.5 4 ／ 4 4.2 1.8 2.7 4 ／ 4 4.0 2.0 2.5 4 ／ 4

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8 mg/L以下 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4

15 1 ， 4- ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ
ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ

0.04 mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

20 ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

21 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06 mg/L以下 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

26 臭 素 酸 0.01 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03 mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09 mg/L以下 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.2 mg/L以下 0.24 0.05 0.16 4 ／ 4 0.25 0.02未満 0.15 3 ／ 4 0.38 0.07 0.22 4 ／ 4 0.47 0.03 0.22 4 ／ 4 0.15 0.05 0.09 4 ／ 4

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L以下 0.18 0.04 0.12 4 ／ 4 0.21 0.10 0.15 4 ／ 4 0.30 0.08 0.18 4 ／ 4 0.35 0.05 0.18 4 ／ 4 0.15 0.05 0.09 4 ／ 4

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 79.3 20未満 31.0 2 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.017 0.005未満 0.011 3 ／ 4 0.015 0.007 0.010 4 ／ 4 0.028 0.008 0.018 4 ／ 4 0.026 0.006 0.017 4 ／ 4 0.016 0.005未満 0.008 2 ／ 4

38 塩 素 イ オ ン 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 21.7 20未満 20未満 1 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 21.9 20未満 20未満 1 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 75.0 62.0 70.1 4 ／ 4 77.0 69.0 71.5 4 ／ 4 79 70 74 4 ／ 4 94 57 77 4 ／ 4 74 68 72 4 ／ 4

40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L以下 166 145 152 4 ／ 4 164 137 153 4 ／ 4 183 123 156 4 ／ 4 203 132 164 4 ／ 4 161 144 153 4 ／ 4

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001 mg/L以下 0.000007 0.000002 0.000003 12 ／ 12 0.000006 0.000001 0.000003 12 ／ 12 0.000007 0.000001未満 0.000002 10 ／ 12 0.000003 0.000001 0.000002 12 ／ 12 0.000003 0.000001未満 0.000002 10 ／ 12

43 2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001 mg/L以下 0.0000030.000001未満0.000001未満 6 ／ 12 0.0000030.000001未満0.000001未満 3 ／ 12 0.000002 0.000001未満0.000001未満 6 ／ 12 0.000002 0.000001未満 0.000001 7 ／ 12 0.000003 0.000001未満 0.000001 5 ／ 12

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005 mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4

46 有 機 物 ( Ｔ Ｏ Ｃ ) 3 mg/L以下 2.9 0.9 1.6 12 ／ 12 2.5 0.8 1.6 12 ／ 12 3.2 0.8 1.9 12 ／ 12 2.7 1.1 1.8 12 ／ 12 2.6 0.8 1.3 12 ／ 12

47 ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 8.7 7.4 7.7 1 ／ 12 7.9 7.5 7.6 0 ／ 12 7.6 7.2 7.4 0 ／ 12 7.4 7.2 7.3 0 ／ 12 7.5 6.9 7.1 0 ／ 12

48 味 異常でないこと - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0

49 臭 気 異常でないこと - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12

50 色 度 5度以下 7.9 2.6 4.4 12 ／ 12 15.6 2.2 6.0 12 ／ 12 7.6 2.1 4.5 12 ／ 12 7.8 3.3 4.8 12 ／ 12 7.0 2.2 3.8 12 ／ 12

51 濁 度 2度以下 19.2 1.2 6.9 12 ／ 12 60.6 1.7 15.1 12 ／ 12 8.7 1.3 4.3 12 ／ 12 10.4 1.9 5.2 12 ／ 12 9.7 1.2 3.2 12 ／ 12

検出回数／ 検出回数／
検査回数 検査回数

No. 水 質 基 準 項 目 基 準 値
検出回数／

検査回数

H27 H28 H29 H30 R1検出回数／
検査回数

検出回数／
検査回数
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最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均

気 温 ℃ 30.7 8.0 18.3 - ／ 12 33.4 7.5 20.5 - ／ 12 27.3 -1.5 15.2 - ／ 12 28.5 1.1 16.5 - ／ 12 29.3 -0.8 14.1 - ／ 12

水 温 ℃ 19.7 16.1 17.6 - ／ 12 19.9 15.6 17.8 - ／ 12 18.1 14.8 16.5 - ／ 12 18.9 14.9 16.9 - ／ 12 18.2 15.1 16.7 - ／ 12

1 一 般 細 菌 100 ｹ/ml以下 2 0 0 0 ／ 12 1 0 0 0 ／ 12 1 0 0 0 ／ 12 2 0 0 0 ／ 12 6 0 1 0 ／ 12

2 大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003 mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

11 硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 10 mg/L以下 3.9 2.6 3.1 4 ／ 4 4.0 3.0 3.4 4 ／ 4 3.2 2.6 2.9 4 ／ 4 4.0 1.9 2.8 4 ／ 4 3.4 1.9 2.5 4 ／ 4

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8 mg/L以下 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4

15 1 ， 4- ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ
ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ

0.04 mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

20 ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

21 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06 mg/L以下 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

26 臭 素 酸 0.01 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03 mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09 mg/L以下 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.2 mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

38 塩 素 イ オ ン 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 64.2 48.4 54.1 4 ／ 4 65.2 49.0 56.6 4 ／ 4 55 49 53 4 ／ 4 59 53 55 4 ／ 4 59 53 55 4 ／ 4

40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L以下 140 100 115 4 ／ 4 146 97 121 4 ／ 4 129 111 118 4 ／ 4 135 112 124 4 ／ 4 136 117 124 4 ／ 4

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001 mg/L以下0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12

43 2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001 mg/L以下0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005 mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4

46 有 機 物 ( Ｔ Ｏ Ｃ ) 3 mg/L以下 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12

47 ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 7.4 7.1 7.3 0 ／ 12 7.6 7.1 7.3 0 ／ 12 7.2 6.8 7.1 0 ／ 12 7.2 7.0 7.0 0 ／ 12 7.1 6.8 7.0 0 ／ 12

48 味 異常でないこと - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0

49 臭 気 異常でないこと - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12

50 色 度 5度以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12

51 濁 度 2度以下 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12

水 質 基 準 項 目 基 準 値
H27 R1検出回数／ 検出回数／

検査回数 検査回数 検査回数 検査回数 検査回数
検出回数／H29 H30検出回数／ 検出回数／H28

No.

別紙９　原水水質データ



鶉島浄水場　地下水　集合井

最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均

気 温 ℃ 27.4 4.5 15.2 - ／ 12 29.5 7.2 17.7 - ／ 12 28.5 -0.8 15.4 - ／ 12 32.5 6.1 19.3 - ／ 12 31.5 3.1 16.3 - ／ 12

水 温 ℃ 19.0 16.5 17.6 - ／ 12 18.8 16.3 17.7 - ／ 12 18.0 15.3 16.9 - ／ 12 19.0 15.8 17.4 - ／ 12 19.1 15.3 17.2 - ／ 12

1 一 般 細 菌 100 ｹ/ml以下 1 0 0 0 ／ 12 0 0 0 0 ／ 12 1 0 0 0 ／ 12 2 0 0 0 ／ 12 3 0 0 0 ／ 12

2 大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12 不検出 不検出 - 0 ／ 12

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003 mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

11 硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 10 mg/L以下 2.7 1未満 1.5 3 ／ 4 2.4 1未満 1.6 3 ／ 4 1.5 1未満 1.0 1 ／ 4 1.8 1未満 1.3 3 ／ 4 2.0 1.0 1.5 4 ／ 4

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8 mg/L以下 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4

15 1 ， 4- ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ
ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ

0.04 mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

20 ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

21 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06 mg/L以下 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

26 臭 素 酸 0.01 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03 mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09 mg/L以下 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.2 mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0 ／ 4

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

38 塩 素 イ オ ン 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 33.0 30.0 31.3 4 ／ 4 38.0 31.6 35.8 4 ／ 4 41 30 36 4 ／ 4 39 32 35 4 ／ 4 39 33 35 4 ／ 4

40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L以下 94 73 85 4 ／ 4 93 79 84 4 ／ 4 96 71 86 4 ／ 4 97 79 88 4 ／ 4 108 89 98 4 ／ 4

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001 mg/L以下0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12

43 2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001 mg/L以下0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12 0.000001未満0.000001未満0.000001未満 0 ／ 12

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005 mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4

46 有 機 物 ( Ｔ Ｏ Ｃ ) 3 mg/L以下 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0 ／ 12

47 ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 7.5 7.2 7.4 0 ／ 12 7.5 7.1 7.4 0 ／ 12 7.4 7.1 7.3 0 ／ 12 7.4 7.1 7.3 0 ／ 12 7.2 6.8 7.1 0 ／ 12

48 味 異常でないこと - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0

49 臭 気 異常でないこと - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12

50 色 度 5度以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 ／ 12

51 濁 度 2度以下 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0 ／ 12

水 質 基 準 項 目 基 準 値
H27 R1検出回数／ 検出回数／

検査回数 検査回数 検査回数 検査回数 検査回数
検出回数／H29 H30検出回数／ 検出回数／H28

No.

別紙９　原水水質データ



鶉島浄水場　地下水　集合井

最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均

気 温 ℃ 29.0 10.2 18.7 - ／ 12 30.3 10.5 20.1 - ／ 12 29.1 0.8 15.9 - ／ 12 31.0 3.8 18.7 - ／ 12 31.8 1.9 16.2 - ／ 12

水 温 ℃ 23.0 9.0 16.6 - ／ 12 25.0 8.1 17.3 - ／ 12 24.6 7.1 16.5 - ／ 12 27.5 7.0 17.8 - ／ 12 25.1 8.3 16.6 - ／ 12

1 一 般 細 菌 100 ｹ/ml以下 16600 480 3956 12 ／ 12 71000 470 12390 12 ／ 12 9150 750 4130 12 ／ 12 54500 1020 7000 12 ／ 12 4450 31 1300 10 ／ 12

2 大 腸 菌 不検出 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12 検出 検出 - 12 ／ 12

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003 mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0 ／ 4

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0 ／ 4

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L以下 0.018 0.004 0.010 4 ／ 4 0.011 0.004未満 0.006 3 ／ 4 0.008 0.004未満 0.005 2 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.040 0.004未満 0.011 1 ／ 4

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

11 硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 10 mg/L以下 3.4 1.6 2.5 4 ／ 4 3.7 1.7 2.7 4 ／ 4 3.1 1.7 2.4 4 ／ 4 3.1 1.5 2.2 4 ／ 4 3.3 1.5 2.4 4 ／ 4

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8 mg/L以下 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0 ／ 4

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0 ／ 4

15 1 ， 4- ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ
ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ

0.04 mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0 ／ 4

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

20 ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0 ／ 4

21 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0 ／ 4

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06 mg/L以下 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0 ／ 4

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

26 臭 素 酸 0.01 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0 ／ 4

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03 mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0 ／ 4

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09 mg/L以下 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4 0.009未満 0.009未満 0.009未満 0 ／ 4

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08 mg/L以下 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0 0 ／ 0

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.2 mg/L以下 0.25 0.04 0.11 4 ／ 4 0.40 0.07 0.21 4 ／ 4 0.14 0.05 0.09 4 ／ 4 0.33 0.05 0.14 4 ／ 4 0.07 0.02未満 0.04 3 ／ 4

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L以下 0.19 0.04 0.09 4 ／ 4 0.30 0.06 0.17 4 ／ 4 0.13 0.04 0.09 4 ／ 4 0.26 0.05 0.11 4 ／ 4 0.06 0.03未満 0.04 3 ／ 4

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0 ／ 4

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4 20未満 20未満 20未満 0 ／ 4

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.015 0.005未満 0.007 3 ／ 4 0.019 0.005未満 0.011 3 ／ 4 0.010 0.005未満 0.007 2 ／ 4 0.025 0.005未満 0.011 3 ／ 4 0.006 0.005未満 0.005未満 1 ／ 4

38 塩 素 イ オ ン 200 mg/L以下 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12 20未満 20未満 20未満 0 ／ 12

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 70.6 43.6 59.5 4 ／ 4 76.4 50.8 62.5 4 ／ 4 76 55 67 4 ／ 4 81 53 66 4 ／ 4 68 49 60 4 ／ 4

40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L以下 150 107 128 4 ／ 4 160 102 128 4 ／ 4 167 97 126 4 ／ 4 171 84 131 4 ／ 4 139 107 123 4 ／ 4

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0 ／ 4

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001 mg/L以下 0.000009 0.000001 0.000003 12 ／ 12 0.000009 0.000001 0.000003 12 ／ 12 0.000008 0.000001未満 0.000002 9 ／ 12 0.000002 0.000001未満 0.000001 9 ／ 12 0.000005 0.000001未満 0.000002 10 ／ 12

43 2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001 mg/L以下 0.0000030.000001未満0.000001未満 3 ／ 12 0.0000030.000001未満0.000001未満 5 ／ 12 0.000002 0.000001未満0.000001未満 5 ／ 12 0.000001 0.000001未満0.000001未満 2 ／ 12 0.000006 0.000001未満0.000001未満 2 ／ 12

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0 ／ 4

45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005 mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0 ／ 4

46 有 機 物 ( Ｔ Ｏ Ｃ ) 3 mg/L以下 2.7 0.5 1.1 12 ／ 12 2.4 0.5 1.0 12 ／ 12 1.6 0.6 1.1 12 ／ 12 2.2 0.7 1.1 12 ／ 12 1.7 0.5 0.8 12 ／ 12

47 ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 7.6 7.4 7.5 0 ／ 12 7.7 7.2 7.4 0 ／ 12 7.7 7.2 7.4 0 ／ 12 7.5 7.1 7.3 0 ／ 12 7.4 6.8 7.1 0 ／ 12

48 味 異常でないこと - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 0 - - - 0 ／ 1

49 臭 気 異常でないこと - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12 - - - 0 ／ 12

50 色 度 5度以下 7.5 1.3 3.1 12 ／ 12 6.0 1.4 3.3 12 ／ 12 4.0 1.3 2.6 12 ／ 12 5.4 1.9 2.8 12 ／ 12 4.3 1.4 2.2 12 ／ 12

51 濁 度 2度以下 14.8 0.9 5.3 12 ／ 12 17.6 2.0 7.3 12 ／ 12 8.9 1.0 3.1 12 ／ 12 18.1 1.0 4.5 12 ／ 12 5.2 1.0 2.4 12 ／ 12

H27 検出回数／ H28 検出回数／
検査回数 検査回数 検査回数 検査回数 検査回数

検出回数／ H29 検出回数／ H30 検出回数／ R1
No. 水 質 基 準 項 目 基 準 値

別紙９　原水水質データ

若木浄水場　表流水　沈砂池
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目標水質 

 
浄水場の要求水質 

水質項目 
水質基準 

【法定水質基準】 

要求水質 

【契約水質基準】 

沈殿処理水 ろ過水 浄水池 

濁度 2 度以下 1 度以下 0.1 度以下 0.1 度以下 

pH 5.6 以上 8.6 以下 6.5 以上 7.8 以下 6.5 以上 7.8 以下 6.5 以上 7.8 以下 

残留塩素 0.1mg/L 以上 浄水池出口で 0.5mg/L 以上、1.00mg/L 以下 

臭気 異常でないこと 

味 異常でないこと 

 

給水栓の要求水質 

水質項目 
水質基準 

【法定水質基準】 

要求水質 

【契約水質基準】 

濁度 2 度以下 0.1 度以下 

色度 5 度以下 1 度以下 

トリハロメタン 0.1mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

鉄 0.3mg/L 以下 0.06mg/L 以下 

マンガン 0.05mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

2-MIB 0.00001mg/L 以下 0.000003mg/L 以下 

ジェオスミン 0.00001mg/L 以下 0.000003mg/L 以下 

有機物（TOC） 3mg/L 以下 2.0mg/L 以下 

残留塩素 0.1mg/L 以上 0.2mg/L 以上 

上記以外の水質基準及び水質

管理目標設定項目 

 水質基準値及び水質管理目標値以下 

（ただし、ランゲリア指数は除く） 

 

水圧管理の水準 

項目 水準 

配水施設 配水ポンプ 給水区域に対して必要な水量を配水できる圧力 

 

別紙１０ 

別紙１０　目標水質


